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第３章 裁決における海難原因 

 
第１節 事件種類からみた海難原因 
 
 平成 14 年に地方海難審判庁は 834 件の裁決を行い、その裁決の対象となった船舶（以下「裁

決対象船舶」という。）は 1,259 隻でした。このうち原因とならないとされた船舶が 102 隻あ

り、これらを除いた 1,157 隻の海難原因総数は、1,501 原因になります。（資料編第 1 表参照） 

※裁決では、1 件の海難事件について複数の原因を示すことがあります。 

 

１ 衝突事件の海難原因 

原因の過半数が不十分な見張り行為のために衝突 

 全裁決の 44％にあたる 364 件（裁決対象船舶：760 隻）が衝突事件です。その中で 898 原因

を示しており、内訳は次図のとおりです。 

裁決対象船舶 760 隻中、海難の原因ありとされた船舶は 682 隻（90％）で、海難原因として

は「見張り不十分」が過半数を占めており、次いで、「航法不遵守」、「信号不履行」などと

なっています。 

衝突事件の海難原因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計898原因 

29
(3%)

39
(4%)

11
(1%)

86
(10%)

180
(20%)

494
(55%)

7
(1%)18

(2%)

18
(2%)

16
(2%) 見張り不十分

航法不遵守

信号不履行

服務に関する指揮・監督の不適切

居眠り

灯火・形象物不表示

速力の選定不適切

報告・引継の不適切

操船不適切

その他



第３章 裁決における海難原因 
 

 

海難レポート2003 
 39 

(1) 見張り不十分 

見張りは「船の眼」 その重要性を十分に認識すること 

 見張り不十分は、次の三種類に分類されます。 

① 見張り行為がなかったこと（142 隻） 

② 見張り態勢にはついていたが、衝突直前まで相手船を認めなかったこと（209 隻） 

③ 相手船を認めた後の動静監視が不十分であったこと（143 隻） 

 ①の｢見張り行為なし｣を分析すると、操舵室外での作業が 68％を占め、その作業内容は、主

に漁船の「操業」、遊漁船・プレジャーボートの「釣り」となっており、衝突に対する危険感

覚が希薄化しています。 

②の｢衝突直前まで相手船を認めなかった｣の発生要因は、一方向のみを見ていた（32％）、

死角を補う見張りを行わなかった（23％）、第三船に気をとられた（17％）などとなっており、

見張りの重要性を承知しつつも状況を自己の都合の良い方に解釈し、危険度の高い相手船を見

落としていたケースが多くみられます。 

③の「動静監視不十分」では、相手船を初認したものの、そのままで危険はないものと思っ

た（50％）、相手船が避けてくれると思った（23％）などの判断ミスから、その後、相手船の

位置、針路、速力などの確認を怠り、その方位の変化に気付かず、避航措置をとらずに衝突を

招いています。 
 

 

 

衝突事件見張り不十分の細分類 

衝突直前まで相手船
を認めなかった

209（42%）

見張り行為なし
142（29%）

動静監視不十分
143（29%）

その他
7（5%）

その他
3（1%） 漫然と航行

37（18%）

レーダー監視が
適切でなかった

19（9%） 第三船に
気をとられていた

36（17%）

死角を補う見張り
を行わなかった

48（23%）

相手船が
避けてくれると思った

33（23%）

操舵室内で
書類整理等

作業中
36（25%）

そのままで
危険はない
ものと思った

71（50%）

一方向のみを
見張っていた

66（32%）

不在橋
96（68%）

避航措置をとったので
大丈夫と思った

16（11%）

まだ余裕がある
と思った
16（11%）

漫然と航行
10（7%）

錨泊・漂泊中
6（6%）

機関室、居室等へ
9（9%）

釣り中
23（24%）

操業中
58（60%）

見張り不十分
合計494隻
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(2) 航法不遵守 

多くは相手船を認めていたものの「船員の常務」が守られていない 

 航法不遵守とは、相手船の存在を認めていたものの、衝突のおそれのある状況の中、衝突を

避けるための適切な措置をとらなかったものです。 

遵守されなかった航法 180 原因の内訳は次のとおりで、｢船員の常務｣が最も多く約 4 割を占

めており、次いで、「横切り船の航法」などの海上衝突予防法の不遵守が多くなっています。 

なお、「船員の常務」とは、常識的に判断される通常の知識、経験を有する船員の行い得る

行為をいいます。 

遵守されなかった航法の原因数 
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船員の常務
横切り船の航法

視界制限時における船舶の航法
各種船舶間の航法

港則法の航法
狭い水道の航法

海上交通安全法の航法
追越し船の航法
行会い船の航法

臨機の処置
（単位：原因数）

衝突時における航法の適用状況 

裁決では、全ての衝突事件について審判における

事実認定の結果、その事件発生当時に適用される航

法を摘示しています。 

衝突事件364件のうち、海上衝突予防法が適用さ

れた341件について、その内訳をみると、次のとお

りです。 

「船員の常務」不遵守による衝突形態には、錨泊

船・漂泊船との衝突、新たな危険を招いた操船や相

手船の前路に急に進出したケースなどが含まれま

す。 

181

65

32

28
13 9 8 41

船員の常務
横切り船の航法
各種船舶間の航法
視界制限時における船舶の航法
追越し船の航法
狭い水道の航法
行会い船の航法
灯火・形象物
臨機の処置

海上衝突予防法の適用航法等分類 
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２ 乗揚事件の海難原因 

居眠りと船位不確認がそれぞれ４分の１を占めています 

全裁決の21％にあたる177件が乗揚事件です。その中で示された海難原因数は211原因あり、

内訳は次図のとおりで、「居眠り」と「船位不確認」がそれぞれ 4 分の 1 を占めています。 

乗揚事件の海難原因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居眠りが原因とされた 53 隻についてみると、貨物船(24 隻)と漁船(23 隻)で約 9 割を占め、

全てが単独で船橋当直中、また、このうち自動操舵装置を有する 51 隻全てが自動操舵で航行中

に居眠りに陥り、乗り揚げが発生しています。 

また、発生時刻別にみると下図のとおりで、約 7 割の 37 隻が、22 時から 05 時までの深夜か

ら早朝にかけて発生しています。  

 

居眠りによる乗揚事件の発生時刻別の状況 
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合計211原因 

5
(2%)

3
(1%)

6
(3%)6

(3%)8
(4%)

22
(10%)

27
(13%) 29

(14%)

52
(25%)

53
(25%)

居眠り

船位不確認

針路の選定・保持不良

水路調査不十分

服務に関する指揮・監督の不適切

気象・海象に対する配慮不十分

操船不適切

報告・引継の不適切

錨泊・係留の不適切

その他
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３ 機関損傷事件の海難原因 

主機の整備・点検・取扱不良が６割を占めています 

全裁決の 12％にあたる 99 件が機関損傷事件です。その中で示された海難原因数は 114 原因

あり、その内訳は下図のとおりで、主機の整備・点検・取扱不良が 65 原因と約 6 割を占めてい

ます。 

機関損傷事件の海難原因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主機の整備・点検・取扱不良 65 原因が摘示された 58 隻について、細かくみると下図のとお

りで、整備・点検が不十分なため異常に気付かないまま運転を続け、機関損傷に至っている事

件が多くなっています。 

主機の整備・点検・取扱不良の詳細 
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整備点検が不十分で異常を発見できなかった

異常を認めたが大事には至るまいと思った

運転中の管理が不十分であった

整備が不適切であった

合計114原因 

65
(57%)31

(27%)

10
(9%)

5
(4%)

2
(2%)

1
(1%) 主機の整備・点検・取扱不良

潤滑油・燃料油の整備・点検・取扱不良

補機等の整備・点検・取扱不良

船体・機関・設備の構造・材質・修理不良

船舶運航管理の不適切

不可抗力
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